
 

「甲府市民健康ガイド」作成業務提案に係る接触の禁止について 

 

審査の公平性を確保し、適切な事業者の選定を図るため、審査委員、本市職員並びに本件

関係者に対して、本件提案についての接触を禁止する必要があります。 

このため、審査委員会の構成員について、甲府市ホームページにおいて公表します。 

なお、本件提案に関し影響を及ぼすおそれのある接触の事実が認められた場合には失格

となることがある旨あわせて通知します。 

 

審査委員会委員 

 

役職 所属 氏名 

委員長 保健衛生部長 望月 正文 

委員 保健衛生部 保健衛生総室長 永倉 真紀 

委員 保健衛生部 保健衛生総室総務課長 堀内 剛 

委員 市長直轄組織市長室 情報発信課長 藤本 政士 

委員 企画部 財政経営室長（連携共創課長 兼任） 此田 英樹 


